
八
七

必
要
な
処
分
（
大
野
）

必
要
な
処
分

─
─
令
状
執
行
中
の
捜
査
官
に
よ
る
架
電
制
止
行
為
の
適
法
性
を
中
心
と
し
て
─
─

大　
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正　
　

博

Ⅰ　

有
効
な
弁
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
弁
護
論
と
必
要
な
処
分

（
1
）　

憲
法
三
四
条
は
、「
何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
、
且
つ
、
直
ち
に
弁
護
人
に
依
頼
す
る
権
利
を
与
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
抑
留
又
は
拘
禁

さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
・
被
告
人
の
弁
護
人
依
頼
権
を
保
障
し
た
が
、
刑
訴
法
三
〇
条
一
項
は
、「
被
告
人
又
は
被
疑
者
は
、
何

時
で
も
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
身
柄
拘
束
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
被
疑
者
・
被
告
人
は
、
弁
護
人
依
頼
権
を
有
す
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
単
に
弁
護
人
を
依
頼
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
弁
護
人
か
ら
有
効
な
弁
護
を
受
け
る
こ

と
を
保
障
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う）

（
（

。

こ
の
点
に
つ
き
、
最
高
裁
も
、「
安
藤
・
斎
藤
事
件
」
に
お
い
て
、「
単
に
被
疑
者
が
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
を
官
憲
が
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
被
疑
者
に
対
し
、
弁
護
人
を
選
任
し
た
上
で
、
弁
護
人
に
相
談
し
、
そ
の
助
言
を
受
け
る
な
ど
弁
護
人
か
ら
援
助
を
受

け
る
機
会
を
持
つ
こ
と
を
実
質
的
に
保
障
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し）

（
（

、
こ
れ
ま
で
の
代
理
的
機
能
・
保
護
的
機
能
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら

に
援
助
的
機
能
の
保
障
に
つ
い
て
も
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（
）　

と
こ
ろ
で
、
捜
索
・
差
押
え
の
際
、
被
処
分
者
等
に
よ
る
妨
害
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
務
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
少
な
い
こ
と
で
は
な
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い
と
思
わ
れ
る
。
近
年
、
強
制
採
尿
令
状
の
執
行
中
に
、
捜
査
官
が
外
部
者
と
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
た
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
を
強
制
的
に
取
り
上
げ
、

ま
た
、
被
告
人
の
返
却
要
求
を
拒
む
行
為
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
事
案
に
対
し
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
必
要
な
処
分
」
に
該
当
せ
ず
、
違

法
で
あ
る
と
の
判
断
が
福
岡
高
裁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
（
以
下
、「
本
判
決
」
と
い
う
））

（
（

。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け

る
「
必
要
な
処
分
」
の
意
義
を
確
認
し
な
が
ら
、
令
状
執
行
中
に
外
部
者
に
対
す
る
架
電
制
止
措
置
の
適
否
に
つ
き
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ　

令
状
執
行
中
に
外
部
者
に
対
し
、
電
話
機
等
を
使
用
し
て
連
絡
を
制
限
す
る
こ
と
の
適
否
に
関
す
る
判
例

１　

福
岡
高
判
平
成
二
四
年
五
月
一
六
日

（
1
）　

事
実
関
係

裁
判
所
の
認
定
し
た
事
実
関
係
は
、
概
略
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
の
朝
、
Ａ
警
察
官
、
Ｂ
警
察
官
の
ほ
か
、
福
岡
県
Ｅ
警

察
署
（
以
下
、「
Ｅ
警
察
署
」
と
い
う
）
の
Ｆ
巡
査
部
長
等
、
一
二
、三
名
の
警
察
官
（
以
下
、「
警
察
官
等
」
と
総
称
す
る
）
は
、
被
告
人
を
被
疑
者
と
す

る
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
（
所
持
・
使
用
）
の
被
疑
事
実
（
以
下
、「
別
件
」
と
い
う
）
で
発
付
さ
れ
た
捜
索
・
差
押
え
の
場
所
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
被

告
人
の
着
衣
、
お
よ
び
所
持
品
、
②
被
告
人
車
両
、
③
被
告
人
方
と
し
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
を
覚
せ
い
剤
等
、
注
射
器
等
、
別
件
と
関
係
の
あ
る
メ

モ
・
携
帯
電
話
機
〔
充
電
器
・
付
属
記
録
媒
体
を
含
む
〕・
電
磁
的
記
録
媒
体
等
と
す
る
捜
索
差
押
令
状
三
通
を
執
行
す
る
た
め
に
、
被
告
人
方
の
あ
る
マ

ン
シ
ョ
ン
（
以
下
、「
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
）
に
赴
い
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
が
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
階
出
入
口
か
ら
出
て
き
た
と
き
に
警
察
官

等
は
声
を
か
け
、
同
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階
駐
車
場
に
停
め
て
い
た
捜
査
用
車
両
（
三
列
シ
ー
ト
）
ま
で
被
告
人
を
同
行
し
て
乗
車
さ
せ
た
後
、
Ａ
警
察
官
が

被
告
人
に
対
し
、
被
告
人
の
着
衣
、
お
よ
び
所
持
品
に
対
す
る
捜
索
差
押
令
状
を
呈
示
し
、
午
前
九
時
三
〇
分
頃
か
ら
午
前
九
時
三
七
分
頃
ま
で
の
間
、

捜
査
用
車
両
に
お
い
て
、
被
告
人
の
着
衣
、
お
よ
び
所
持
品
に
対
す
る
捜
索
を
実
施
し
た
が
、
押
収
し
た
物
は
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
Ｂ
警
察
官
は
、
被

告
人
に
、「
覚
せ
い
剤
し
て
な
い
か
。
持
っ
て
な
い
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
、「
何
も
持
た
ん
」、「
し
て
い
な
い
」
と
言
っ
た
た
め
、「
腕
を
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ち
ょ
っ
と
確
認
さ
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。
被
告
人
は
、
自
ら
上
着
を
脱
い
で
、
両
腕
を
前
に
出
し
た
。
被
告
人
の
左
腕
の
肘
の
内
側
に
若
干
赤
い
腫
れ
、

ピ
ン
ク
色
の
盛
り
上
が
り
が
見
ら
れ
た
た
め
、
Ｂ
警
察
官
が
、「
注
射
の
跡
や
な
い
と
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
、「
違
う
」
と
答
え
た
の
で
、
写

真
を
撮
ら
せ
て
く
れ
と
話
し
、
Ｆ
警
察
官
が
午
前
九
時
三
五
分
頃
か
ら
、
捜
査
用
車
両
二
列
目
シ
ー
ト
に
座
っ
て
い
た
被
告
人
の
両
腕
の
写
真
撮
影
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
被
告
人
車
両
に
対
す
る
捜
索
を
実
施
す
る
た
め
、
被
告
人
も
含
め
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
た
場
所
に
停
め
て
あ
っ
た
被
告
人
車
両

に
対
し
、
捜
索
差
押
令
状
を
呈
示
し
た
後
、
被
告
人
車
両
の
捜
索
を
開
始
し
た
が
、
捜
索
中
、
被
告
人
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
被
告
人

か
ら
弁
護
士
に
連
絡
を
取
り
た
い
と
い
う
申
し
出
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
方
の
捜
索
を
実
施
す
る
た
め
、
被
告
人
も
含
め
、
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン

の
エ
レ
ベ
ー
タ
に
乗
っ
て
被
告
人
方
に
向
か
っ
た
。
被
告
人
に
立
会
を
求
め
た
際
、
妻
を
立
会
人
に
し
て
く
れ
と
い
う
申
し
出
も
、
被
告
人
自
身
が
立
ち

会
う
こ
と
に
文
句
や
不
満
を
言
っ
た
こ
と
も
な
い
。
被
告
人
方
に
対
す
る
捜
索
差
押
令
状
は
、
Ａ
警
察
官
が
被
告
人
方
の
玄
関
前
で
呈
示
し
た
。
被
告
人

方
の
玄
関
を
入
っ
て
奥
の
部
屋
に
通
じ
る
廊
下
で
、
Ｂ
警
察
官
が
、
再
度
被
告
人
に
、「
覚
せ
い
剤
を
し
て
い
な
い
か
」
と
聞
く
と
、「
し
て
い
な
い
」
と

言
う
の
で
、「
し
て
い
な
い
と
い
う
の
を
証
明
す
る
た
め
に
も
、
尿
を
出
し
て
く
れ
ん
や
ろ
う
か
」
と
話
し
た
ら
、
被
告
人
は
少
し
声
を
荒
げ
て
、
早
口
で

ま
く
し
立
て
る
よ
う
な
感
じ
で
、「
い
や
、
任
意
じ
ゃ
出
さ
ん
く
さ
。
令
状
持
っ
て
こ
な
」
と
言
い
、
そ
わ
そ
わ
と
廊
下
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
。

Ｂ
警
察
官
が
、
も
う
一
度
、「
し
て
な
い
ん
や
ろ
。
そ
れ
な
ら
出
し
て
く
れ
ん
か
な
」
と
言
っ
た
が
、
被
告
人
は
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｂ
警
察

官
は
、
工
藤
會
関
係
者
は
、
令
状
を
持
っ
て
行
か
な
い
と
尿
を
出
さ
な
い
こ
と
が
多
く
、
被
告
人
も
工
藤
會
Ｌ
組
組
員
だ
と
思
っ
て
い
た
た
め
、
説
得
し

て
も
無
駄
だ
と
判
断
し
、
Ｅ
警
察
署
に
連
絡
を
入
れ
、
Ｇ
警
察
官
に
強
制
採
尿
を
行
う
た
め
の
令
状
請
求
の
準
備
を
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
Ｂ
警
察
官

が
、
被
告
人
の
妻
に
対
し
、「
家
の
中
で
覚
せ
い
剤
を
見
た
こ
と
な
い
か
」
等
と
事
情
聴
取
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
、
少
し
態
度
を
変
え
、
声
を
荒

げ
、
早
口
で
、「
女
房
は
関
係
な
か
ろ
う
が
」
と
言
っ
て
、
少
し
詰
め
寄
る
よ
う
な
、
食
っ
て
か
か
る
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
は
、
携

帯
電
話
機
を
取
り
出
し
て
、
ボ
タ
ン
を
押
し
て
発
信
す
る
よ
う
な
動
作
を
し
た
た
め
、「
捜
索
中
や
け
ん
、
ほ
か
の
者
に
連
絡
は
で
き
ん
も
ん
な
。
せ
ん
で

く
れ
」
と
言
っ
た
ら
、
被
告
人
は
、「
分
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
が
、
直
ぐ
に
、「
弁
護
士
な
ら
良
い
や
ろ
。
弁
護
士
に
連
絡
さ
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
て

連
絡
す
る
素
振
り
を
し
た
た
め
、「
外
部
は
駄
目
、
弁
護
士
な
ど
と
言
い
よ
る
け
ど
、
そ
っ
ち
が
連
絡
す
る
の
が
本
当
に
弁
護
士
な
の
か
、
こ
っ
ち
は
分
か
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ら
ん
や
ろ
う
が
。
弁
護
士
が
来
た
と
こ
ろ
で
、
自
宅
の
ガ
サ
に
入
る
わ
け
に
は
い
か
ん
よ
」
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
も
携
帯
電
話
機
を
扱
う
の
を

止
め
た
。
被
告
人
が
Ｄ
弁
護
士
と
か
、
特
定
の
弁
護
士
の
名
前
を
挙
げ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
方
に
対
す
る
捜
索
が
本
格
的
に
始
ま
っ

た
が
、
Ｂ
警
察
官
は
、
午
前
一
〇
時
頃
、
強
制
採
尿
令
状
の
請
求
を
す
る
た
め
に
Ｅ
警
察
署
に
戻
っ
た
。
一
方
、
Ａ
警
察
官
は
、
被
告
人
に
証
拠
隠
滅
行

為
が
な
い
か
ど
う
か
、
そ
の
動
静
を
監
視
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
一
回
、
誰
か
に
「
電
話
し
た
い
」
と
言
い
出
し
た
の
で
、
Ａ
警
察
官
が
、「
捜
索

中
で
も
あ
る
し
、
連
絡
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
も
「
分
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。

Ｂ
警
察
官
は
、
本
件
強
制
採
尿
令
状
の
発
付
を
受
け
て
か
ら
、
ま
だ
捜
索
が
続
い
て
い
た
被
告
人
方
に
戻
り
、
被
告
人
に
対
し
て
、
本
件
強
制
採
尿
令

状
を
呈
示
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
、「
令
状
が
出
た
な
ら
仕
方
な
い
で
す
ね
」
と
言
っ
た
が
、
弁
護
人
立
会
な
ら
尿
を
出
す
と
言
っ
た
こ
と
は
な
い
。
捜

査
用
車
両
で
は
、
被
告
人
と
Ａ
警
察
官
が
三
列
目
シ
ー
ト
に
座
り
、
運
転
席
に
Ｋ
警
察
官
が
、
助
手
席
に
Ｂ
警
察
官
が
、
二
列
目
シ
ー
ト
に
Ｆ
警
察
官
と

福
岡
県
警
察
北
九
州
市
警
察
部
Ｍ
警
部
補
（
以
下
、「
Ｍ
警
察
官
」
と
い
う
）
が
そ
れ
ぞ
れ
乗
り
込
ん
で
、
Ｃ
病
院
に
向
か
っ
た
。
途
中
、
被
告
人
が
携
帯

電
話
機
を
出
し
て
連
絡
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
警
察
官
が
、「
強
制
採
尿
の
令
状
執
行
中
だ
か
ら
で
き
な
い
よ
」
と
注
意
し
た
ら
、
被
告
人
も
一

旦
は
引
っ
込
め
た
。
し
か
し
、
ま
た
、
被
告
人
が
携
帯
電
話
機
を
出
し
て
、
ダ
イ
ヤ
ル
し
そ
う
な
感
じ
だ
っ
た
の
で
、
Ａ
警
察
官
は
、「
携
帯
電
話
を
こ
っ

ち
に
貸
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
預
か
っ
た
。
捜
査
用
車
両
が
Ｃ
病
院
に
到
着
後
、
Ｂ
警
察
官
は
受
付
手
続
を
す
る
た
め
に
、

Ａ
警
察
官
は
福
岡
県
警
察
本
部
に
連
絡
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
捜
査
用
車
両
か
ら
降
り
た
が
、
そ
の
際
、
Ｆ
警
察
官
が
、
Ａ
警
察
官
か
ら
被
告
人
の
携

帯
電
話
機
を
受
け
取
り
、
被
告
人
の
右
横
に
座
っ
た
。
す
る
と
、
被
告
人
が
、
Ｆ
警
察
官
の
ベ
ス
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
る
自
身
の
携
帯
電
話
機
を

見
つ
け
、
Ｆ
警
察
官
に
対
し
て
、
興
奮
し
た
様
子
で
、「
携
帯
を
返
せ
」、「
返
さ
ん
か
、
こ
ら
」
と
言
っ
て
詰
め
寄
り
、
こ
れ
を
拒
む
Ｆ
警
察
官
と
引
っ
張

り
合
い
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
被
告
人
は
弁
護
士
に
連
絡
す
る
か
ら
、
携
帯
電
話
機
を
返
せ
と
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
戻
っ
て
き
た
Ａ
警
察

官
が
、
被
告
人
に
対
し
、「
強
制
採
尿
に
着
手
し
て
い
る
か
ら
、
連
絡
で
き
な
い
」
旨
説
明
し
、
ま
た
、
Ｂ
警
察
官
も
、
捜
査
用
車
両
の
左
側
ス
ラ
イ
ド
ド

ア
を
開
け
て
首
を
中
に
入
れ
、
被
告
人
に
対
し
、「
捜
索
中
は
、
連
絡
は
で
き
ん
の
や
け
ん
。
早
く
車
か
ら
降
り
て
く
れ
。
今
か
ら
お
し
っ
こ
採
る
け
ん
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
、
被
告
人
は
、「
出
ら
ん
」、「
お
前
誰
に
言
い
よ
っ
と
や
」
と
言
っ
て
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
救
急
車
が
到
着
し
た
も
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の
の
捜
査
用
車
両
が
邪
魔
に
な
っ
て
救
急
入
口
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
Ｂ
警
察
官
は
、「
救
急
車
が
来
て
病
院
に
迷
惑
が
か
か
る
や
ろ
う
が
、
は
よ
降
り

ら
ん
か
。
も
う
任
意
じ
ゃ
な
く
て
令
状
見
せ
と
る
っ
た
い
。
出
と
る
っ
た
い
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
被
告
人
が
降
り
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
Ｂ

警
察
官
と
Ｍ
警
察
官
が
被
告
人
の
両
腕
を
掴
ん
で
引
っ
張
り
、
Ａ
警
察
官
が
被
告
人
の
腰
辺
り
を
持
っ
て
、
被
告
人
を
捜
査
用
車
両
か
ら
降
ろ
し
、
診
察

室
の
前
の
廊
下
の
椅
子
ま
で
連
行
し
た
。
そ
し
て
、
五
分
な
い
し
一
〇
分
間
そ
こ
で
待
機
し
た
後
、
診
察
室
の
中
に
入
っ
た
。
診
察
室
で
Ｉ
医
師
が
来
る

の
を
待
つ
間
、被
告
人
が
、「
携
帯
電
話
を
返
し
て
く
れ
」
と
言
っ
た
の
で
、Ａ
警
察
官
が
、「
連
絡
は
で
き
な
い
よ
。
電
池
を
外
し
た
ら
い
い
よ
」
と
言
っ
て
、

Ｆ
警
察
官
に
指
示
し
て
携
帯
電
話
機
を
被
告
人
に
返
却
さ
せ
た
。
す
る
と
、
被
告
人
は
、
自
身
で
携
帯
電
話
機
の
電
池
を
外
し
て
、
横
に
い
た
Ｎ
警
察
官

に
渡
そ
う
と
し
た
の
で
、
被
告
人
が
持
っ
て
お
く
よ
う
に
と
言
っ
た
ら
、
被
告
人
は
携
帯
電
話
機
と
電
池
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。
Ｉ
医
師
が
診
察
室
に

来
た
の
で
、
本
件
強
制
採
尿
令
状
を
呈
示
し
、
ベ
ッ
ド
に
移
動
さ
せ
て
強
制
採
尿
を
実
施
し
た
。
警
察
官
等
は
、
午
後
一
時
一
六
分
頃
、
採
尿
容
器
に
入
っ

た
被
告
人
の
尿
を
差
し
押
さ
え
た
後
、
尿
中
覚
せ
い
剤
予
試
験
試
薬
「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
ビ
ュ
ー
」（
以
下
、「
イ
ン
ス
タ
ン
ト･

ビ
ュ
ー
」
と
い
う
）
を

用
い
て
被
告
人
の
尿
を
検
査
し
た
と
こ
ろ
、陽
性
反
応
が
出
た
た
め
、午
後
一
時
三
一
分
頃
、被
告
人
を
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反(

使
用
）
の
被
疑
事
実
（
以

下
、「
本
件
」
と
い
う
）
で
緊
急
逮
捕
し
、
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
差
し
押
さ
え
た
。

原
審
（
福
岡
地
裁
小
倉
支
判
平
成
二
三
年
三
月
八
日
公
刊
物
未
登
載
）
は
、「
本
件
捜
査
を
担
当
し
た
警
察
官
ら
は
、
捜
索
差
押
え
の
執
行
中
に
、『
必

要
な
処
分
』
と
し
て
、
被
疑
者
に
対
し
携
帯
電
話
で
外
部
の
者
と
連
絡
を
と
ら
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
に
基
づ
い
て
、
上
記
の
行
為
に
及
ん
だ

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
が
、
暴
力
団
関
係
者
で
あ
り
、
暴
力
団
関
係
者
が
捜
索
の
現
場
に
多
数
押
し
か
け
て
捜
査
の
妨
害
を
し
た
り
、

証
拠
を
隠
滅
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
警
察
官
ら
に
お
い
て
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
者
と
連
絡
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
確
か
め
る
こ

と
す
ら
せ
ず
、
弁
護
人
が
捜
索
場
所
に
立
ち
入
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
一
様
に
被
告
人
が
携
帯
電
話
で
外
部
の
者
と
連
絡
を
取
っ
て
は
い
け
な
い
と
し

た
措
置
は
、
相
当
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
携
帯
電
話
に
は
、
被
告
人
が
こ
れ
ま
で
弁
護
人
と
し
て
依
頼
し
た
こ
と
の
あ
る
Ｄ
弁
護
士
の
法
律
事

務
所
の
電
話
番
号
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
被
告
人
が
Ｄ
弁
護
士
と
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
」。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、「
被
告

人
が
所
持
し
て
い
た
携
帯
電
話
機
を
警
察
官
に
引
き
渡
さ
せ
、
被
告
人
が
返
還
を
求
め
て
い
る
の
に
、
そ
の
ま
ま
返
還
す
る
こ
と
を
拒
み
、
電
池
を
外
さ
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せ
て
誰
と
も
連
絡
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
行
為
は
、
捜
査
官
の
説
得
の
域
を
明
ら
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
い
わ
ば
弁
護
人
依
頼
権
を
侵

害
す
る
も
の
で
あ
る
。
検
察
官
は
、
被
告
人
が
Ｆ
警
察
官
に
携
帯
電
話
機
の
返
還
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
採
尿
を
遅
ら
せ
る
た
め
の
方
便

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
い
え
な
い
。
捜
査
官
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
捜
査
経
験
や
知
識
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
違
法

で
な
い
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
被
疑
者
の
立
場
に
立
つ
者
に
と
っ
て
、
資
格
を
有
す
る
弁
護
士
に
依
頼
し
て
適
切

な
助
言
や
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
、
基
本
的
で
重
要
な
権
利
で
あ
る
。
捜
査
官
の
上
記
行
為
は
、
被
告
人
の
そ
の
よ
う
な
権
利
を
侵
害
し
た
、
被
疑
者
と

い
う
立
場
に
置
か
れ
た
人
の
権
利
に
配
慮
し
な
い
重
大
な
違
法
行
為
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
被
告
人
は
、
こ
の
よ
う
な
違
法
な
状
態
の
ま
ま
意
に
反

し
て
強
制
採
尿
を
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
被
告
人
の
尿
の
鑑
定
が
実
施
さ
れ
、
鑑
定
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
状
態
を
そ
の
ま
ま

利
用
し
て
鑑
定
書
が
作
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
今
後
の
被
疑
者
の
上
記
権
利
を
蔑
ろ
に
し
た
違
法
捜
査
抑
止
の
見
地
か
ら
も
、
手

続
全
体
を
違
法
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
本
件
鑑
定
書
は
、
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
、
証
拠
能
力
を
否
定
し
、
証
拠
か
ら
排
除
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
渡
し
た
た
め
、
事
実
認
定
、
お
よ
び
訴
訟
手
続
に
関
す
る
法
令
違
反
を
理
由
と
し
て
、
検
察
官
が
控
訴
し
た
。

（
（
）　

判
旨

こ
れ
に
対
し
、
福
岡
高
裁
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

〔
捜
索
差
押
令
状
執
行
中
の
携
帯
電
話
機
使
用
に
対
す
る
抑
止
行
為
の
適
法
性
〕

「
刑
事
訴
訟
法
二
二
二
条
一
項
に
よ
っ
て
捜
査
手
続
に
準
用
さ
れ
る
同
法
一
一
一
条
一
項
は
、『
差
押
状
、
記
録
命
令
付
差
押
状
又
は
捜
索
状
の
執

行
に
つ
い
て
は
、
錠
を
は
ず
し
、
封
を
開
き
、
そ
の
他
必
要
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
定
め
て
、
各
令
状
の
執
行
を
担
当
す
る
捜
査
官
に

対
し
、
各
令
状
を
円
滑
に
執
行
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
『
必
要
な
処
分
』
を
す
る
権
限
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
比
例
の
原
則
に
照
ら
し
て
も
、
各
令
状
の
執
行
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
方
法
も

社
会
的
に
相
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
強
制
力
を
行
使
し
て
被
処
分
者
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
必
要
最
小
限
度
の
方
法
に
よ
ら
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
…
…
関
係
証
拠
に
よ
れ
ば
、
工
藤
會
関
係
者
は
捜
査
官
に
対
し
て

極
め
て
敵
対
的
で
あ
っ
て
、
捜
査
官
が
住
居
等
に
対
す
る
捜
索
差
押
許
可
状
を
所
持
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
ぐ
に
は
住
居
等
へ
の
立
入
り

を
認
め
な
か
っ
た
り
、
他
の
組
員
が
押
し
か
け
て
き
て
捜
査
官
に
立
会
い
を
要
求
し
た
り
、
屋
外
で
大
声
を
出
し
て
捜
査
官
を
挑
発
し
た
り
す
る
な

ど
の
妨
害
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
上
、
工
藤
會
本
部
事
務
所
は
被
告
人
方
か
ら
自
動
車
を
利
用
す
れ
ば
直
ぐ
に
到
着
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
被
告
人
が
工
藤
會
の
組
員
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
Ｂ
警
察
官
及
び
Ａ
警
察
官
が
、
被
告
人
に
対
し
て
、
携
帯

電
話
機
で
外
部
の
者
と
通
話
す
る
こ
と
を
許
せ
ば
工
藤
會
関
係
者
が
被
告
人
方
に
押
し
か
け
て
き
て
捜
索
を
妨
害
す
る
行
為
に
出
る
可
能
性
が
あ
る

と
判
断
し
た
こ
と
に
は
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
に
よ
る
通
話
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
弁
護
人
は
、
仮
に
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け
て
き
て
も
、
警
察
官
ら
は
刑
事
訴
訟
法
二
二
二
条
一
項
に
よ
っ
て

準
用
さ
れ
る
同
法
一
一
二
条
に
よ
り
、
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
の
通
話
を
制
限
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
旨
主
張
す
る
が
、

被
告
人
方
に
対
す
る
捜
索
に
従
事
し
て
い
た
警
察
官
は
一
二
、
三
名
で
あ
っ
て
、
多
人
数
の
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け
て
き
た
と
き
は
対
応
で
き

な
い
だ
け
で
な
く
、
仮
に
少
人
数
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
警
察
官
が
必
要
と
な
る
た
め
、
や
は
り
円
滑
な
捜
索
の
実
施
が
妨
げ
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
Ｂ
警
察
官
及
び
Ａ
警
察
官
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
に
よ
る
外
部
の
者
と
の
通
話
を
制
限
す
る
必

要
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
場
合
、
被
告
人
が
外
部
の
者
と
通
話
し
た
こ
と
で
、
直
ち
に
罪
証
隠
滅
の
可
能
性

が
高
ま
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
）。
し
か
も
、
Ｂ
警
察
官
及
び
Ａ
警
察
官
は
、
被
告
人
に
対
し
て
強
制
力
を
加
え
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
説
得
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
Ｂ
警
察
官
及
び
Ａ
警
察
官
の
行
為
は
、
捜
索
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
方
法
も
社
会
的
に
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
一
項
の
『
必
要
な
処
分
』
と
し
て
許
さ
れ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
被
告
人
が
『
弁
護
士
な
ら
良
い
だ
ろ
う
。
弁
護
士
に
連
絡
さ
せ
て
く
れ
』
と
言
っ
た
と
き
に
、
Ｂ
警
察
官
が
被
告
人
の
通
話
を
制
止
し
た

行
為
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
と
き
、
被
告
人
は
、
特
定
の
弁
護
士
の
名
前
を
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
Ｂ
警
察
官
か
ら
、『
弁
護
士

と
言
い
よ
る
け
ど
、
そ
っ
ち
が
連
絡
す
る
の
が
本
当
に
弁
護
士
な
の
か
、
こ
っ
ち
は
分
か
ら
ん
や
ろ
う
が
。
弁
護
士
が
来
た
と
こ
ろ
で
、
自
宅
の
ガ
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サ
に
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
ん
よ
』
と
説
明
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
、
弁
護
士
に
連
絡
さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
申
し
出
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
が
真
実
弁
護
士
に
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
疑
わ
し
い
だ
け
で
な
く
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
二
条
に
基
づ
い
て
上
記
の

よ
う
な
説
明
を
し
て
説
得
行
為
に
及
ん
だ
Ｂ
警
察
官
の
行
為
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
。し
か
も
、被
告
人
は
Ｂ
警
察
官
の
説
得
を
受
け
て
、

そ
れ
以
上
携
帯
電
話
機
で
弁
護
士
に
連
絡
し
よ
う
と
試
み
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
こ
の
と
き
に
被
告
人
の
弁
護
人
依
頼
権
が
侵
害

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

〔
強
制
採
尿
令
状
執
行
中
の
携
帯
電
話
機
使
用
に
対
す
る
抑
止
行
為
の
適
法
性
〕

「
上
述
し
た
と
お
り
、
工
藤
會
関
係
者
に
お
い
て
は
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
索
差
押
許
可
状
等
の
執
行
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
行
動
に
出
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
被
告
人
を
Ｃ
病
院
に
搬
送
し
て
い
る
捜
査
用
車
両
に
乗
り
込
ん
で
い
る
警
察
官
は
五
名
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告
人

方
か
ら
Ｃ
病
院
ま
で
、
工
藤
會
本
部
事
務
所
か
ら
Ｃ
病
院
ま
で
は
、
自
動
車
を
利
用
す
れ
ば
直
ぐ
に
到
着
で
き
る
位
置
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
多

数
の
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け
て
く
れ
ば
被
告
人
を
奪
還
さ
れ
る
恐
れ
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け

て
き
て
も
、
本
件
強
制
採
尿
令
状
に
よ
っ
て
は
Ｃ
病
院
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
同
令
状
の
円
滑
な
執
行
が
妨
害
さ
れ
る

危
険
性
は
高
か
っ
た
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
被
告
人
が
捜
査
用
車
両
内
に
お
い
て
携
帯
電
話
機
で
外
部
の
者
と
連
絡
を
と
る
こ
と
を
制
止
す
る
必
要

性
は
、
被
告
人
方
に
対
す
る
捜
索
の
と
き
よ
り
も
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
と
き
、
Ａ
警
察
官
が
と
っ
た
方
法

に
つ
い
て
み
る
と
、
Ａ
警
察
官
は
、
被
告
人
に
『
携
帯
電
話
を
こ
っ
ち
に
貸
し
な
さ
い
』
と
言
っ
た
ら
、
被
告
人
が
『
分
か
り
ま
し
た
』
と
言
っ
て

携
帯
電
話
を
差
し
出
し
た
の
で
預
か
り
、
そ
の
後
Ｃ
病
院
に
着
く
ま
で
の
間
、
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
返
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
旨
供
述
し
て
、
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
を
預
か
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
被
告
人
の
任
意
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
も
の

の
、
他
方
に
お
い
て
は
、
Ｂ
警
察
官
は
、
捜
査
用
車
両
で
Ｃ
病
院
に
向
か
っ
て
い
る
と
き
、
被
告
人
が
電
話
さ
せ
て
く
れ
と
言
っ
て
Ａ
警
察
官
が
こ

れ
を
制
止
し
て
い
る
声
が
聞
こ
え
、
さ
ら
に
Ａ
警
察
官
が
『
預
か
っ
と
く
け
ん
』
と
言
っ
た
と
き
被
告
人
の
『
返
し
て
く
れ
』
と
言
う
の
が
聞
こ
え

た
の
で
、
Ａ
警
察
官
が
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
の
だ
な
と
思
っ
た
旨
供
述
し
て
い
る
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
Ａ
警
察
官
が
強
制
力
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な
処
分
（
大
野
）

を
用
い
て
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
そ
う
す
る
と
、
Ａ
警
察
官
が
強
制
力
を
用
い
て

被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
行
為
は
も
は
や
説
得
の
域
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
は
い
わ
ば
差
押
え

に
も
匹
敵
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
一
項
に
お
い
て
許
さ
れ
る
『
必
要
な
処
分
』
は
強
制
力
を
用
い
て
被
処
分
者

に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
必
要
最
小
限
度
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
警
察
官
と
し
て
は
、
被
告

人
か
ら
強
制
力
を
用
い
て
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
て
そ
の
占
有
を
取
得
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
被
告
人
が
工
藤
會
関
係
者
と
思
わ
れ
る
人
物

に
連
絡
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
と
き
に
は
、
携
帯
電
話
機
の
ボ
タ
ン
操
作
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
被
告
人
の
行
為
を
制
止
し
た
り
、

携
帯
電
話
機
を
被
告
人
が
容
易
に
操
作
で
き
な
い
場
所
に
置
く
よ
う
に
指
示
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
被
告
人
に
代
わ
っ
て
携
帯
電
話
機
の
電
源

を
切
る
な
ど
の
行
為
に
出
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
Ａ
警
察
官
が
直
ぐ
に
強
制
力
を
用
い
て
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取

り
上
げ
た
行
為
が
同
上
の
『
必
要
な
処
分
』
に
当
た
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
違
法
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
捜
査
用
車
両
内
で
、

Ｆ
警
察
官
が
、
隣
に
座
っ
て
い
た
被
告
人
か
ら
、
携
帯
電
話
機
を
返
還
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
の
に
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
引
っ
張
り
合
い
を
し
た

行
為
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
知
っ
た
Ａ
警
察
官
及
び
Ｂ
警
察
官
が
、
被
告
人
に
対
し
て
、
本
件
強
制
採
尿
令
状
を
執
行
中
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
、
携

帯
電
話
機
の
返
却
を
要
求
す
る
被
告
人
を
制
止
し
た
行
為
は
、
正
に
被
告
人
の
意
思
に
反
し
て
強
制
的
に
携
帯
電
話
機
に
対
す
る
占
有
を
保
持
し
続

け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
一
項
の
『
必
要
な
処
分
』
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
違
法

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
診
察
室
内
に
お
い
て
、
Ａ
警
察
官
が
、
被
告
人
に
対
し
て
、『
連
絡
は
で
き
な
い
よ
。
電
池
を
外
し

た
ら
い
い
よ
』
と
言
っ
て
Ｆ
警
察
官
に
指
示
し
て
被
告
人
に
携
帯
電
話
機
を
返
さ
せ
た
行
為
は
、
何
ら
の
強
制
力
を
行
使
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
一
項
の
『
必
要
な
処
分
』
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
…
…
被
告
人
が
、
Ａ
警
察
官
か
ら
携
帯
電
話

機
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
き
や
Ｆ
警
察
官
に
携
帯
電
話
機
の
返
却
を
要
求
し
た
と
き
に
、
真
実
Ｄ
弁
護
士
の
ほ
か
の
弁
護
士
に
連
絡
す
る
意
図
を
有

し
て
い
た
と
認
め
る
に
は
疑
問
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、仮
に
、こ
の
と
き
被
告
人
が
Ｄ
弁
護
士
ほ
か
の
弁
護
士
に
連
絡
す
る
た
め
に
、

Ａ
警
察
官
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
抗
議
し
、
あ
る
い
は
Ｆ
警
察
官
に
対
し
て
携
帯
電
話
機
の
返
却
を
要
求
し
て
い
た
と
し
て
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も
、
被
告
人
は
そ
の
旨
を
Ａ
警
察
官
や
Ｆ
警
察
官
に
伝
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
Ａ
警
察
官
及
び
Ｆ
警
察
官
は
、
被
告
人
が
、
Ｂ
警
察
官
に

対
し
て
弁
護
士
に
連
絡
し
た
い
と
の
申
し
出
を
し
て
い
た
と
の
報
告
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
被
告
人
は
、
そ
の
後
弁
護
士
に
連
絡

さ
せ
て
く
れ
と
の
申
し
出
を
全
く
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
Ａ
警
察
官
、
Ｆ
警
察
官
及
び
Ｂ
警
察
官
に
お
い
て
、
被
告
人
が
弁
護
士

の
連
絡
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
由
も
な
い
か
ら
、
警
察
官
ら
の
上
記
各
行
為
が
、
故
意
に
、
被
告
人
の
弁
護
人
依
頼
権
を
侵
害
し
た
と
み

る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

〔
本
件
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
〕

「
以
上
の
と
お
り
、
警
察
官
ら
の
行
為
の
う
ち
、
Ａ
警
察
官
が
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
行
為
、
Ｆ
警
察
官
、
Ａ
警
察
官
及
び
Ｂ
警

察
官
が
被
告
人
か
ら
の
携
帯
電
話
機
の
返
却
要
求
を
拒
ん
だ
行
為
は
、
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
警
察
官
ら
が
被
告
人
の
携
帯
電
話

機
を
保
管
し
て
い
た
の
は
、
捜
査
用
車
両
内
で
Ａ
警
察
官
が
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
後
、
捜
査
用
車
両
が
Ｃ
病
院
に
到
着
し
、
診

察
室
内
で
被
告
人
に
携
帯
電
話
機
が
返
却
さ
れ
る
ま
で
の
間
で
あ
り
、
そ
の
時
間
は
、
…
…
多
く
見
積
も
っ
て
も
四
〇
分
程
度
で
あ
る
こ
と
、
し
か

も
、
Ａ
警
察
官
ら
の
行
為
は
、
被
告
人
が
携
帯
電
話
機
で
外
部
の
者
に
連
絡
を
し
て
工
藤
會
関
係
者
を
呼
び
寄
せ
て
本
件
強
制
採
尿
令
状
の
円
滑
な

執
行
を
妨
害
す
る
の
を
防
止
す
る
必
要
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、た
だ
、そ
の
手
段
が
や
や
行
き
過
ぎ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、

そ
の
違
法
の
程
度
が
重
大
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
Ａ
警
察
官
ら
に
令
状
主
義
を
没
却
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
。
そ
う
す

る
と
、
本
件
鑑
定
書
を
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
一
審
判
決
に
は
、
本
件
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
の
判
断
を
誤
っ

た
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
が
あ
り
、
そ
れ
が
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
の
主
張
に
は
理
由
が
あ
り
、
一
審
判
決

は
破
棄
を
免
れ
な
い
」。

（　

被
疑
者
以
外
の
者
に
対
し
、
電
話
機
等
を
使
用
し
て
外
部
者
と
の
連
絡
を
制
限
す
る
こ
と
の
適
否
に
関
す
る
判
例

た
と
え
ば
、
捜
索
・
差
押
え
の
執
行
中
に
立
会
人
で
あ
る
被
処
分
者
の
妻
が
架
電
し
、
捜
索
に
つ
い
て
話
し
始
め
た
た
め
、
捜
査
官
が
電
話
の
フ
ッ
ク
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要
な
処
分
（
大
野
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を
押
し
て
電
話
を
切
っ
た
措
置
に
対
し
、
東
京
地
判
平
成
八
年
一
一
月
一
二
日
（
以
下
、「
平
成
八
年
判
決
」
と
い
う
））

（
（

は
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
は
、

「
捜
索
差
押
を
物
理
的
に
可
能
に
す
る
た
め
の
処
分
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
右
の
『
必
要
な
処
分
』
は
こ
の
よ
う
な
目
的
に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
る

必
要
は
な
く
、
捜
索
差
押
の
円
滑
な
執
行
の
た
め
に
必
要
な
処
分
を
行
う
こ
と
も
同
条
に
よ
っ
て
可
能
と
解
さ
れ
る
」
と
し
、「
右
規
定
も
必
要
な
ら
ば
い

か
な
る
処
分
も
な
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
執
行
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
で
あ
り
、
か
つ
社
会
的
に
も
相
当

と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
態
様
・
程
度
の
処
分
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
本
件
立
会
人
に
対
す
る
行
為
は
、
法
律
上
の
根
拠
な
し
に
強
制

的
な
不
利
益
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

Ⅲ　

捜
査
官
に
よ
る
架
電
制
止
措
置
と
弁
護
権

（
1
）　

刑
訴
法
上
、
捜
索
・
差
押
え
の
実
施
と
被
処
分
者
の
弁
護
権
と
の
関
係
に
つ
き
、
直
接
的
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
捜
索
・

差
押
令
状
執
行
中
は
、
何
人
に
対
し
て
も
、
許
可
を
得
な
い
で
そ
の
場
所
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
に
対
し

て
は
、
退
去
、
ま
た
は
、
執
行
が
終
わ
る
ま
で
の
間
、
看
守
者
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
（
刑
訴
法
一
一
二
条
）、
同
時
に
刑
訴

法
二
二
二
条
は
、
刑
訴
法
一
一
三
条
を
準
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
照
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
捜
査
官
は
、
捜
索
・
差
押
え
の
実
施
を
優
先
す
る
と
の
解
釈
は
、

必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
、「
安
藤
・
斎
藤
事
件
」
判
決
も
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
弁
護
権
は
、
憲
法
三
四
条
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
も

の
の
、「
こ
れ
が
刑
罰
権
な
い
し
捜
査
権
に
絶
対
的
に
優
先
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
接
見
交
通
権
の
行
使
と
捜
査
権
の

行
使
と
の
間
に
合
理
的
な
調
整
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
弁
護
人
か
ら
援
助
を
受
け
る
機
会
を
持
つ
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
趣
旨
が

実
質
的
に
損
な
わ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
法
律
に
右
の
調
整
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
捜
査
官
は
、
捜
索
・
差
押
令
状
執
行
後
に
、
可
及
的
速
や
か
に
弁
護
士
と
の
連
絡
が
で
き
る
よ
う
に
調
整
を
行
え
ば
足
り
る
と
の
結
論
を
導
く
こ

と
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
、
刑
訴
法
二
二
二
条
が
、
刑
訴
法
一
一
三
条
を
準
用
し
て
い
な
く
と
も
、
刑
訴
法
二
二
二
条
六
項
に
お
い
て
、
捜
査
官
は
当
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事
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
く）

（
（

、
ま
た
、「
安
藤
・
斎
藤
事
件
」
判
決
も
、
必
ず
国
家
の
権
能
が
優
先
す
る
と
解
す
る
べ
き
判
例
で
は
な

く
、
さ
ら
に
、「
第
二
内
田
事
件
」
判
決）

（
（

に
照
ら
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
は
、
弁
護
人
依
頼
権
を
優
先
し
て
調
整
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る）

（
（

。
特
に
、
身
柄
拘
束
を
受
け
て
い
な
い
被
処
分
者
は
、
拘
束
を
受
け
て
い
る
場
合
以
上
に
、
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（
）　

な
お
、
本
判
決
は
、
原
判
決
と
異
な
り
、
被
処
分
者
が
連
絡
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
相
手
方
が
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
く
、
外
部
の

者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
事
実
認
定
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
弁
護
人
依
頼
権
の
侵
害
は
な
か
っ
た
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
被
処

分
者
が
真
に
弁
護
士
と
の
連
絡
を
求
め
、
捜
査
官
に
対
し
、
こ
れ
を
申
立
て
て
い
た
と
の
事
実
認
定
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
本
判
決
も
弁
護
人
依
頼
権
の

侵
害
に
当
た
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い）

（
（

。

Ⅳ　
「
必
要
な
処
分
」
の
意
義
と
被
処
分
者
に
対
す
る
架
電
制
止
措
置

１　

刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
必
要
な
処
分
」
規
定
の
沿
革
と
意
義

本
判
決
に
お
い
て
は
、
捜
査
官
に
よ
る
架
電
制
止
措
置
に
つ
き
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
必
要
な
処
分
」
と
し
て
、
適
法
で
あ
る
か
否
か

に
つ
き
、
判
断
を
示
し
て
い
る
。

刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
必
要
な
処
分
」
と
は
、旧
刑
訴
法
一
四
六
条
に
お
い
て
、初
め
て
刑
訴
法
上
規
定
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、同
条
は
、「
押

收
又
ハ
搜
索
ニ
付
テ
ハ
鎖
鑰
又
ハ
封
緘
ノ
開
披
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
處
分
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
押
收
物
ニ
付
又
同
シ
」
と
の
規
定
が
な
さ
れ
、
当
該
条
文
が
実

質
的
な
変
更
な
く
、
現
行
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
強
制
処
分
法
定
主
義
（
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
）
に
よ
り
、
強
制
処

分
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
刑
訴
法
上
、
特
別
の
定
め
が
必
要
で
あ
る
。
当
該
強
制
処
分
を
実
施
す
る
際
に
は
、
法
律
上
、
定
め
ら
れ
た
直
接
の
内
容
の

み
な
ら
ず
、当
該
処
分
を
実
現
す
る
た
め
に
、一
定
の
措
置
を
用
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
当
該
措
置
の
類
型
と
し
て
は
、一
般
的
に
、

①
本
体
た
る
強
制
処
分
を
実
施
す
る
た
め
に
積
極
的
に
必
要
と
さ
れ
る
措
置
と
、
②
強
制
処
分
に
対
す
る
妨
害
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
の
二
つ
に
区
分
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す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

（（
（

。
な
お
、
①
は
、（
ａ
）
本
体
た
る
強
制
処
分
に
必
然
的
に
伴
う
措
置
と
、（
ｂ
）
事
案
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
措
置
に
さ
ら

に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
も
（
ａ
）
現
実
的
な
妨
害
を
排
除
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
措
置
と
、（
ｂ
）
妨
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
事
前
に
そ
れ
を

予
防
す
る
た
め
の
措
置
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
川
出
教
授
は
、「
刑
訴
法
一
一
一
条
に
規
定
さ
れ
た
必
要
な
処
分
は
、
同
条
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
権
限
で
は
な
く
、
同
条
は
、
本
条
た
る
捜
索
・
差
押
え
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
権
限
を
確
認
的
に
明
示
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
措
置
が
強
制
処
分
権
限
の
中
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る）

（（
（

。
平
成
八
年
判
決
お
よ
び
本
判
決
の
い
ず
れ
も
、
川
出
教
授
が
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
を
確
認
規
定
と
解
し
て
い
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
上
記
②
妨
害
排
除
措
置

に
つ
い
て
も
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
の
適
否
の
問
題
と
し
て
、
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
意
義
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
前
提
と
し
て
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
錠
を
は
ず
し
、
封
を
開
き
」
と
は
、
そ
の
例
示
で
あ
り）

（（
（

、「
執
行
に
つ
い
て
」

と
は
、
令
状
の
執
行
行
為
自
体
よ
り
も
広
い
概
念
で
、
執
行
を
円
滑
・
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
行
為
を
指
す）

（（
（

と
の
解
釈
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

（　

捜
査
官
に
よ
る
架
電
制
止
措
置
の
適
法
性

（
1
）　

本
判
決
は
、
捜
索
差
押
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
措
置
に
つ
き
、
必
要
性
お
よ
び
相
当
性
を
肯
定
し
、
当
該
架
電
制
止
措
置
を
適
法
と
し
て
い

る
が
、
強
制
採
尿
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
必
要
性
は
肯
定
す
る
も
の
の
、
相
当
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
し
、
違
法
と
判
断

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
一
一
二
条
に
よ
り
、
令
状
の
効
力
と
し
て
、
第
三
者
の
立
入
り
を
制
限
で
き
る
の
に
対
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
効
力
が
存
在
せ
ず
、
妨
害
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
架
電
制
止
措
置
の
必
要
性
が
高
度
で
あ
る
と
し
て
、
判
断
枠

組
の
差
異
か
ら
、
結
論
が
異
な
る
と
の
解
釈
を
示
す
見
解
が
存
在
す
る）

（（
（

。
し
か
し
、「
江
南
警
察
署
採
尿
事
件
」
決
定）

（（
（

で
は
、「
体
内
に
存
在
す
る
尿
を
犯

罪
の
証
拠
物
と
し
て
強
制
的
に
採
取
す
る
行
為
は
捜
索
・
差
押
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
官
が
こ
れ
を
実
施
す
る
に
は
捜

索
差
押
令
状
を
必
要
と
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
行
為
は
人
権
の
侵
害
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
で
は
、
一
般
の
捜
索
・
差
押
と
異
な
り
、

検
証
の
方
法
と
し
て
の
身
体
検
査
と
共
通
の
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
、
身
体
検
査
令
状
に
関
す
る
刑
訴
法
二
一
八
条
五
項
が
右
捜
索
差
押
令
状
に
準
用
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さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
令
状
の
記
載
要
件
と
し
て
、
強
制
採
尿
は
医
師
を
し
て
医
学
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
旨
の
条
件
の
記
載
が
不
可
欠
で
あ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
強
制
採
尿
令
状
を
刑
訴
法
一
一
二
条
に
お
け
る
捜

索
差
押
令
状
と
異
な
る
も
の
と
解
す
る
必
要
は
存
在
せ
ず
、
何
人
に
対
し
て
も
、
病
院
へ
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
判

決
の
趣
旨
は
、
工
藤
會
関
係
者
に
よ
る
妨
害
行
動
が
頻
繁
に
あ
る
こ
と
、
被
告
人
が
工
藤
會
関
係
者
で
あ
る
こ
と
、
警
察
官
の
人
数
、
工
藤
會
本
部
事
務

所
か
ら
Ｃ
病
院
ま
で
の
距
離
等
か
ら
、
事
実
上
の
問
題
と
し
て
、「
本
件
強
制
採
尿
令
状
に
よ
っ
て
は
Ｃ
病
院
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

（
（
）　

で
は
、
結
論
の
差
異
は
、
如
何
な
る
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
捜
索
差
押
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
工
藤
會
関
係
者
と

捜
査
官
が
極
め
て
敵
対
的
関
係
に
あ
り
、
過
去
に
も
、
令
状
執
行
の
際
に
妨
害
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
工
藤
會
本
部
事
務
所
と
被
告
人
方

が
極
め
て
近
く
、
多
人
数
の
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け
て
き
た
場
合
に
は
対
応
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
少
人
数
で
あ
っ
て
も
、
円
滑
な
捜
索
の
実
施

が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
必
要
性
」
が
認
め
ら
れ
、「
相
当
性
」
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
対
し
て
強
制
力
を
加
え
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
説

得
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
理
由
に
肯
定
し
、
こ
れ
を
適
法
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
強
制
採
尿
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
措
置
に
つ
い

て
は
、
同
様
に
、
妨
害
し
よ
う
と
す
る
行
動
に
出
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
、
被
告
人
を
病
院
に
運
搬
す
る
捜
査
用
車
両
に
乗
り
込
ん
で
い
る
警
察
官
の

数
が
五
名
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
、
工
藤
會
本
部
事
務
所
と
病
院
が
極
め
て
近
く
、
多
数
の
工
藤
會
関
係
者
が
押
し
か
け
て
く
れ
ば
、
被
告
人
を
奪
還
さ

れ
る
恐
れ
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
工
藤
會
関
係
者
に
押
し
か
け
ら
れ
た
場
合
、
病
院
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
か
ら
、
円
滑
な
執
行
が
妨
害
さ
れ
る
危
険
性
は
高
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
必
要
性
」
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
方
に
対
す
る
捜
索
の
と
き
よ
り
も

大
き
く
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、「
相
当
性
」
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
、
工
藤
會
関
係
者
と
思
わ
れ
る
人
物
に
連
絡
し
よ
う
と
し
て
い

る
様
子
が
窺
わ
れ
る
と
き
に
は
、
携
帯
電
話
機
の
ボ
タ
ン
操
作
を
制
止
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
携
帯
電
話
機
を
被
告
人
が
容
易
に
操
作
で
き
な
い
場
所
に

置
く
よ
う
に
指
示
す
る
、
さ
ら
に
は
、
被
告
人
に
代
わ
っ
て
携
帯
電
話
機
の
電
源
を
切
る
等
の
行
為
を
選
択
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
強
制
力

を
用
い
て
被
告
人
か
ら
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
行
為
は
、
も
は
や
説
得
の
域
を
超
え
、
差
押
え
に
も
匹
敵
す
る
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
の
意
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思
に
反
し
て
、
強
制
的
に
携
帯
電
話
機
の
占
有
を
保
持
し
続
け
て
い
る
が
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
い
て
許
さ
れ
る
「
必
要
な
処
分
」
は
、
強
制
力

を
用
い
て
、
被
処
分
者
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
、
必
要
最
小
限
度
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
相
当
性
」

は
否
定
さ
れ
、
違
法
で
あ
る
と
し
た
。

（
（
）　

個
々
の
「
必
要
な
処
分
」
が
許
容
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
が
、
従
来
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る
「
必
要
な
処
分
」
に
つ
い
て
は
、「
執
行

の
目
的
達
成
の
た
め
、
必
要
か
つ
妥
当
で
、
方
法
も
社
会
的
に
相
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
〔
ず
〕、
…
…
相
手
に
損
害
を
あ
た
え
る
も
の
は
、
や
む
を

得
な
い
場
合
に
、
必
要
最
小
限
度
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
」）

（（
（

と
解
さ
れ
て
き
た
。
本
判
決
も
、
当
該
理
解
に
即
し
た
枠
組
で
判
断
を
示
し
て
お
り
、

妥
当
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

ま
ず
、「
必
要
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
正
木
教
授
は
、
当
該
判
断
に
つ
き
、「
円
滑
な
令
状
執
行
を
害
さ
れ
る
危
険
が
明
白
に
現
在
し
て
い
る
こ
と

を
要
し
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
に
十
分
な
具
体
的
事
実
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
法
一
一
二
条
に
よ
る
対
処
等
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
そ
の
事
前
行
為
た
る
架
電
行
為
を
制
約
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

（（
（

と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
緑
准
教
授
も
、

「
刑
訴
法
一
一
二
条
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
場
面
を
想
定
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
本
判
決
は
押
し
か
け
て
く
る
関
係
者
が
少
な
く
て
も
一
一
二

条
が
機
能
し
な
い
と
い
う
特
殊
事
情
を
、
示
す
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」）

（（
（

と
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
強
制
採
尿
令
状
に
つ
い
て
は
、
五

名
で
執
行
し
て
お
り
、
ま
た
、
場
所
が
病
院
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
し
得
る
が
、
捜
索
差
押
令
状
に
つ
い
て
は
、
一
二
、
三
名
で
執
行
が
な

さ
れ
て
お
り
、
抽
象
的
に
「
円
滑
な
執
行
が
妨
害
さ
れ
る
危
険
性
は
高
か
っ
た
」
と
の
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
件
事
情
に
即
し
た
形
で
、
そ
の
蓋
然
性

に
関
し
、
よ
り
具
体
的
な
事
情
を
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
相
当
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
判
決
が
強
制
採
尿
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
措
置
に
つ
き
、
違
法
と
判
断
し
た
理
由
は
、「
捜
査
比
例
の

原
則
」
下
で
は
、
そ
の
「
必
要
性
」
に
応
じ
た
手
法
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
あ
る
措
置
の
許
容
性
が
、
そ

れ
を
行
う
必
要
性
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
権
利
・
利
益
の
内
容
を
比
較
衡
量
し
て
」）

（（
（

、
こ
れ
が
社
会
通
念
上
、
相
当
と
い
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
で
は
、
如
何
な
る
点
を
指
し
て
、
相
当
で
な
い
と
評
価
し
た
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
た
行
為
が
、
い
わ
ば
差
押
え
に



一
〇
二

も
匹
敵
す
る
行
為
で
あ
り
、
強
制
力
を
用
い
て
捜
査
官
が
占
有
を
取
得
し
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
但
し
、
平
成
八
年
判
決
も
、
同
様
に
違
法
と
判
断
し

て
い
る
も
の
の
、
占
有
を
取
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ッ
ク
を
押
す
こ
と
に
よ
り
、
通
話
を
遮
っ
た
点
に
着
目
し
、
強
制
力
を
用
い
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
行
為
も
、
物
理
的
な
強
制
力
の
行
使
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
む
し
ろ
こ
の
点
を
検
討
す
る
う
え
に
お
い
て

重
要
な
点
は
、
外
部
と
の
連
絡
を
強
制
的
に
遮
断
す
る
こ
と
の
適
否
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
が
、
被

告
人
が
携
帯
電
話
機
を
返
却
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
際
に
、
電
池
を
外
さ
せ
て
携
帯
電
話
機
を
返
却
し
た
行
為
に
つ
い
て
も
、
外
部
と
の
連
絡
が
事
実
上

不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
何
ら
の
強
制
力
を
行
使
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
の
判
断
を
示
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

特
に
、
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
に
は
、
被
告
人
が
こ
れ
ま
で
弁
護
人
と
し
て
依
頼
し
た
こ
と
の
あ
る
弁
護
士
の
法
律
事
務
所
の
電
話
番
号
が
登
録
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
弁
護
人
依
頼
権
の
重
要
性
に
鑑
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
捜
査
官
が
確
認
し
て
、
当
該
電
話
番
号
に
電
話
を
架
け
さ
せ
る）

（（
（

、
あ
る
い
は
、

現
在
は
、
被
処
分
者
が
指
定
す
る
弁
護
士
事
務
所
の
番
号
を
検
索
す
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
官
が
こ
れ
を
確
認
し
、
架
電
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、
架
電
制
止
措
置
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
被
処
分
者
が
捜
査
官
の
指
示
に
従
わ
ず
、
架
電
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
少
な
く
と
も
平
成
八
年
判
決
事
案
の
よ
う
に
具
体
的
に
捜
索
状
況
に
つ
い
て
の
通
話
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
架
電
制
止
措
置
を
講
じ
る
こ

と
も
方
法
と
し
て
は
あ
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（（
（

。

な
お
、
捜
査
官
に
よ
る
強
制
処
分
実
施
の
際
の
妨
害
排
除
措
置
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
本
件
処
分
に
付
随
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
①
当

該
措
置
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
大
な
権
利
侵
害
を
伴
う
場
合
、
②
妨
害
排
除
措
置
が
、
実
質
的
に
強
制
処
分
と
し
て
評
価
さ
れ
、
か
つ
、
妨
害
行
為
と

は
無
関
係
な
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
当
該
妨
害
排
除
措
置
は
許
さ
れ
な
い
と
の
見
解
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、

本
件
架
電
制
止
措
置
が
違
法
で
あ
る
と
の
理
由
は
、
①
に
該
当
す
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（　

違
法
収
集
証
拠
の
排
除
法
則
と
の
関
係

本
判
決
は
、
捜
査
官
に
よ
る
携
帯
電
話
機
の
占
有
取
得
・
返
還
拒
否
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
し
つ
つ
も
、
そ
の
時
間
は
四
〇
分
程
度
で
あ
り
、
本
件
強



一
〇
三

必
要
な
処
分
（
大
野
）

制
採
尿
令
状
を
円
滑
に
執
行
す
る
た
め
に
妨
害
排
除
措
置
を
講
じ
る
必
要
性
が
高
く
、
ま
た
、
そ
の
手
段
が
「
や
や
行
き
過
ぎ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
こ

と
に
照
ら
し
、
当
該
違
法
の
程
度
が
重
大
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
捜
査
官
に
令
状
主
義
を
没
却
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
照
ら
し
て
、

証
拠
排
除
を
否
定
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
強
制
採
尿
行
為
自
体
の
違
法
で
は
な
く
、
こ
れ
に
先
行
し
て
な
さ
れ
た

「
必
要
な
処
分
」
と
し
て
の
架
電
制
止
措
置
の
違
法
が
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鑑
定
書
を
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
が
否
定

さ
れ
な
い
と
の
判
断
は
妥
当
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

さ
い
ご
に

現
時
点
に
お
い
て
、
令
状
執
行
中
の
捜
査
官
に
よ
る
架
電
制
止
行
為
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
に
よ
る
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
強

制
処
分
を
実
施
す
る
際
に
、
当
該
強
制
処
分
内
容
と
直
接
に
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
措
置
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
、
実
質
的
に
強
制
処

分
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
場
合
の
一
形
態
と
し
て
、
上
記
行
為
の
適
法
性
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
待
た
れ
る
。

（
1
）
な
お
、
刑
事
弁
護
の
歴
史
に
つ
き
、
椎
橋
隆
幸
『
刑
事
弁
護
・
捜
査
の
理
論
』（
信
山
社
・
一
九
九
三
年
）
三
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

（
（
）
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
六
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
二
年
）
一
三
七
頁
。

（
（
）
最
（
三
小
）
判
平
成
一
二
年
二
月
二
二
日
民
集
五
三
巻
三
号
五
一
四
頁
。

（
（
）
福
岡
高
判
平
成
二
四
年
五
月
一
六
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
本
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
瓜
生
め
ぐ
み
「
捜
索
差
押
許
可
状
の
執
行
中
に
携
帯
電
話
で
外
部

の
者
と
連
絡
を
と
る
こ
と
を
制
限
し
た
警
察
官
の
行
為
に
つ
き
、
弁
護
人
選
任
権
を
侵
害
す
る
重
大
な
違
法
で
あ
る
か
ら
手
続
全
体
を
違
法
と
し
て
被
告
人
を
無
罪
と

し
た
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
令
状
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
方
法
が
社
会
的
に
相
当
で
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
一
一
一
条
一
項
の
『
必
要

な
処
分
』
と
し
て
認
め
ら
れ
る
旨
判
示
し
た
上
、
強
制
採
尿
令
状
の
執
行
中
に
、
警
察
官
が
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
を
取
り
上
げ
、
返
却
し
な
か
っ
た
行
為
は
、
違
法

で
あ
る
が
、
そ
の
違
法
の
程
度
が
重
大
で
は
な
い
と
し
て
被
告
人
の
尿
の
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
を
認
め
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
事
例
」
研
修
七
六
九
号
（
二
〇
一
二

年
）
八
五
頁
以
下
、
石
渡
聖
名
雄
「
捜
索
差
押
許
可
状
の
執
行
中
に
、
警
察
官
が
被
捜
索
者
に
よ
る
携
帯
電
話
機
で
の
外
部
者
へ
の
連
絡
を
制
限
し
た
行
為
に
つ
い
て
、

令
状
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
方
法
が
社
会
的
に
相
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
第
一
一
一
条
第
一
項
の
『
必
要
な
処
分
』
と



一
〇
四

し
て
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
捜
研
七
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
六
頁
以
下
、
正
木
祐
史
「
令
状
執
行
中
の
架
電
制
止
行
為
の
適
法
性
」
法
セ
ミ
六
九
三
号

（
二
〇
一
二
年
）
一
四
四
頁
、
緑
大
輔
「
強
制
採
尿
令
状
執
行
中
に
捜
査
官
ら
が
、
外
部
の
者
と
連
絡
を
取
ろ
う
し
た
被
告
人
の
携
帯
電
話
機
を
強
制
力
を
用
い
て
取
り

上
げ
、
被
告
人
か
ら
の
返
却
要
求
を
拒
ん
だ
行
為
が
『
必
要
な
処
分
』
に
当
た
ら
ず
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」
刑
ジ
ャ
三
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
四
頁
以
下
、
田
中

優
企
「
捜
索
差
押
許
可
状
及
び
強
制
採
尿
令
状
の
執
行
中
に
、
被
疑
者
に
よ
る
携
帯
電
話
機
で
の
外
部
者
へ
の
連
絡
を
制
止
し
た
警
察
官
の
行
為
の
適
法
性
が
争
わ
れ

た
事
例
」
法
學
新
報
一
二
一
巻
五
＝
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
三
九
頁
以
下
等
。
な
お
、
亀
井
源
太
郎
『
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
法
学
書
院
・

二
〇
一
四
年
）
九
六
頁
・
九
七
頁
も
、
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
（
）
東
京
地
判
平
成
八
年
一
一
月
一
二
日
判
タ
九
六
五
号
一
〇
六
頁
。
但
し
、
東
京
高
判
平
成
一
二
年
六
月
二
二
日
判
例
集
未
登
載
は
、
立
会
人
等
に
よ
る
電
話
の
発
受

信
を
捜
査
官
が
制
限
し
た
行
為
に
つ
き
、
刑
訴
法
一
一
二
条
の
禁
止
処
分
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
違
法
で
は
な
い
（
石
渡
・
前
掲
注（
（
）

三
六
頁
注（
（
））
と
の
判
断
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
一
月
二
六
日
文
献
番
号
二
〇
一
二W

LJPCA

一
一
二
六
八
〇
〇
四
も
、
刑
訴
法

一
一
一
条
一
項
、
一
一
二
条
の
法
理
に
照
ら
し
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

（
（
）
伊
藤
栄
樹
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
・
第
三
巻
〔
新
版
〕』（
立
花
書
房
・
一
九
九
六
年
）
二
二
二
頁
〔
伊
藤
栄
樹
＝
河
上
和
雄
補
正
〕、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
〇
年
）
五
八
七
頁
〔
池
上
政
幸
＝
河
上
博
〕。
な
お
、
田
口
・
前
掲
注（
（
）九
二
頁
は
、
特
に
、
弁
護

人
は
立
会
い
を
申
し
出
る
べ
き
で
あ
り
、
弁
護
人
が
立
会
権
者
の
代
理
人
と
し
て
立
ち
会
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
（
）
最
（
三
小
）
判
平
成
一
二
年
六
月
一
三
日
民
集
五
四
巻
五
号
一
六
三
五
頁
。

（
（
）
な
お
、
東
京
地
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
九
日
判
例
集
未
登
載
（LEX

/D
B

二
五
四
六
三
一
五
五
）
も
、
職
務
質
問
、
所
持
品
検
査
実
施
の
際
の
捜
査
官
に
よ
る
被

処
分
者
の
架
電
制
止
措
置
が
弁
護
人
依
頼
権
の
侵
害
に
当
た
る
と
し
て
、そ
の
後
に
任
意
提
出
さ
れ
た
尿
の
鑑
定
書
等
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
て
い
る
。
本
判
決
の
解
説
・

評
釈
と
し
て
、
小
早
川
義
則
「
職
務
質
問
時
の
弁
護
士
へ
の
電
話
連
絡
を
警
察
官
が
妨
害
し
た
行
為
を
憲
法
三
四
条
の
弁
護
権
侵
害
に
当
た
る
と
し
て
そ
の
後
に
任
意

提
出
さ
れ
た
尿
の
鑑
定
書
等
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
事
例
」
刑
ジ
ャ
二
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
六
頁
以
下
等
。

（
（
）
正
木
教
授
は
、「
通
信
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
の
意
義
に
照
ら
し
、
捜
索
差
押
・
強
制
採
尿
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
べ
き
権
利
内
容
と
対
比
す
れ
ば
、
架
電

行
為
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
（
正
木
・
前
掲
注（
（
）一
四
四
頁
）。

（
10
）
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
に
お
け
る「
必
要
な
処
分
」規
定
の
沿
革
に
つ
き
、大
野
正
博「
捜
索
・
押
収
に
伴
う『
必
要
な
処
分
』の
意
義
」朝
日
法
学
論
集
三
三
号（
二
〇
〇
六

年
）
七
頁
以
下
。
な
お
、
酒
巻
匡
「
捜
索
・
押
収
と
そ
れ
に
伴
う
処
分
」
刑
雑
三
六
巻
三
号
（
一
九
九
七
年
）
四
四
六
頁
・
四
四
七
頁
、
松
代
剛
枝
「
捜
索
差
押
状
執

行
に
伴
う
『
必
要
な
処
分
』
の
変
容
」
ジ
ュ
リ
一
一
四
八
号
（
一
九
九
七
年
）
一
〇
〇
頁
・
一
〇
一
頁
、河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』

（
青
林
書
院
・
二
〇
一
〇
年
〕
三
九
三
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕、
井
上
正
仁
『
強
制
捜
査
と
任
意
捜
査
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
四
年
）
一
四
八
頁
等
。

（
11
）
香
城
敏
麿
「
強
制
処
分
と
必
要
な
処
分｣

西
原
春
夫
ほ
か
編
『
佐
々
木
史
朗
先
生
喜
寿
祝
賀
・
刑
事
法
の
理
論
と
実
践
』（
第
一
法
規
出
版
・
二
〇
〇
三
年
）
六
九
八

頁
以
下
、
大
澤
裕
＝
原
田
國
男
「
強
制
採
尿
と
強
制
採
尿
令
状
に
よ
る
強
制
採
尿
場
所
へ
の
連
行
」
法
教
三
一
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
六
二
頁
以
下
〔
大
澤
裕
発
言
・



一
〇
五

必
要
な
処
分
（
大
野
）

原
田
國
男
発
言
〕、
川
出
敏
裕
「
強
制
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
」
井
上
正
仁
ほ
か
編
『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
二
年
）
五
二
〇
頁
以
下
、

酒
巻
匡
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
五
年
）
一
一
五
頁
・
一
一
六
頁
等
。

（
1（
）
川
出
・
前
掲
注（
11
）五
二
一
頁
以
下
。
な
お
、
酒
巻
・
前
掲
注（
10
）四
四
六
頁
・
四
四
七
頁
、
佐
々
木
正
輝
ほ
か
『
捜
査
法
演
習
─
理
論
と
実
務
の
架
橋
の
た
め
の

一
五
講
』（
立
花
書
房
・
二
〇
〇
八
年
）
二
八
〇
頁
・
二
八
一
頁
、
井
上
・
前
掲
注（
10
）一
四
八
頁
等
。
当
該
見
解
に
よ
る
と
し
て
も
、「
必
要
な
処
分
」
は
、
捜
索
・

差
押
え
に
付
随
す
る
措
置
で
あ
る
た
め
、「
本
来
別
途
令
状
が
必
要
と
解
さ
れ
る
処
分
」
は
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
酒
巻
・
前
掲
注（
11
）一
一
六
頁
）。

（
1（
）
團
藤
重
光
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
・
上
』（
弘
文
堂
・
一
九
五
〇
年
）
二
一
八
頁
、
田
宮
裕
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
〇
年
〕
一
三
三
頁
、
河
上
ほ
か
・

前
掲
注（
10
）三
九
七
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕、
三
井
誠
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
四
年
）
一
四
五
頁
〔
橋
本

晋
〕
等
。

（
1（
）
丸
山
定
弘
「
捜
索
・
差
押
令
状
の
執
行
方
法
」
熊
谷
ほ
か
編
『
捜
査
法
大
系
Ⅲ
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
七
二
年
）
六
六
頁
、
青
柳
文
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟

法
・
第
一
巻
〔
増
補
版
〕』（
立
花
書
房
・
一
九
七
八
年
）
四
一
一
頁
〔
佐
藤
道
夫
〕、
平
場
安
治
ほ
か
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
・
上
巻
〔
全
訂
新
版
〕』（
青
林
書
院
新
社
・

一
九
八
七
年
）
三
六
四
頁
〔
高
田
卓
爾
〕、
伊
藤
栄
樹
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
・
第
二
巻
〔
新
版
〕』（
立
花
書
房
・
一
九
九
七
年
）
二
〇
一
頁
〔
佐
藤
道
夫
〕、
松

尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
〔
第
（
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
九
年
）
二
二
五
頁
、
河
上
ほ
か
編
・
前
掲
注（
10
）三
九
七
頁
、
後
藤
昭
ほ
か
編
『
新
・
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
五
年
）
二
四
二
頁
〔
高
倉
新
喜
〕
等
。

（
1（
）
な
お
、「
会
津
若
松
採
尿
事
件
」
決
定
（
最
（
三
小
）
決
平
成
六
年
九
月
一
六
日
刑
集
四
八
巻
六
号
四
二
〇
頁
）
に
対
す
る
調
査
官
解
説
（
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所

判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
六
年
度
）』（
法
曹
会
・
一
九
九
六
年
）
一
七
〇
頁
）
が
、
刑
訴
法
一
一
一
条
一
項
の
例
示
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
身
柄
の
連
行
や
拘
束
を
右

必
要
な
処
分
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
処
分
の
必
要
性
な
い
し
相
当
性
の
判
断
に
つ
い
て
、
事
前
の
司
法
審
査
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
も
、
採
尿
場
所
へ
の
身
柄
の
連
行
等
の
根
拠
と
は
な
り
難
い
」
と
の
見
解
と
平
成
八
年
判
決
お
よ
び
本
判
決
と
の
整
合
性
に
つ
き
、
緑
・
前
掲
注（
（
）一
二
七

頁
・
一
二
八
頁
。

（
1（
）
瓜
生
・
前
掲
注（
（
）九
二
頁
。
強
制
採
尿
が
「
人
の
身
体
」
に
対
す
る
捜
索
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
立
入
り
制
限
が
不
可
能
で
あ
る
と
の
解
釈
も
成
り
立
た
な
い

わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1（
）
最
（
一
小
）
決
昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
三
四
巻
五
号
三
〇
〇
頁
。
本
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
大
野
正
博
『
現
代
型
捜
査
と
そ
の
規
制
』（
成
文
堂
・

二
〇
〇
一
年
）
二
六
三
頁
等
。

（
1（
）
緑
・
前
掲
注（
（
）一
二
八
頁
・
一
二
九
頁
も
、
同
旨
と
思
わ
れ
る
。

（
1（
）
河
上
ほ
か
編
・
前
掲
注（
10
）三
九
八
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕。
亀
甲
内
引
用
者
。
な
お
、
田
宮
・
前
掲
注（
1（
）一
三
三
頁
、
平
場
ほ
か
編
・
前
掲
注（
1（
）三
六
四
頁
〔
高

田
卓
爾
〕、
伊
藤
ほ
か
編
・
前
掲
注（
1（
）二
〇
一
頁
〔
佐
藤
道
夫
〕、
緑
大
輔
『
刑
事
訴
訟
法
入
門
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
二
年
）
八
三
頁
、
亀
井
・
前
掲
注（
（
）

九
七
頁
注（
（（
）等
。



一
〇
六

（
（0
）
正
木
・
前
掲
注（
（
）一
四
四
頁
。

（
（1
）
緑
・
前
掲
注（
（
）一
二
八
頁
注（
1（
）。

（
（（
）
川
出
・
前
掲
注（
11
）五
二
九
頁
。
な
お
、
五
十
嵐
義
治
「
捜
索
・
差
押
と
必
要
な
処
分
」
河
上
和
雄
編
『
刑
事
裁
判
実
務
大
系
（
11
）
犯
罪
捜
査
』（
青
林
書
院
・

一
九
九
一
年
）
三
三
九
頁
。

（
（（
）
な
お
、
伊
丹
俊
彦
『
Ｑ
＆
Ａ 

実
例 

捜
索
・
差
押
え
の
実
際
〔
第
二
版
〕』（
立
花
書
房
・
二
〇
一
三
年
）
一
〇
五
頁
は
、「
捜
索
・
差
押
え
の
実
施
中
に
外
部
か
ら
掛
か
っ

て
く
る
電
話
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
執
行
者
が
応
答
し
、
処
分
を
受
け
る
者
に
は
応
答
さ
せ
な
い
措
置
を
採
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
会
社
の
事
務

所
等
で
多
数
の
電
話
機
が
設
置
さ
れ
て
い
て
執
行
者
が
全
部
応
答
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
、
あ
る
い
は
執
行
者
が
電
話
の
接
受
を
し
た
の
で
は
取
引
先
が
不
審
に

思
う
な
ど
し
て
事
後
の
会
社
の
信
用
等
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
立
会
人
ら
の
責
任
者
に
応
答
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
関
係

者
が
外
部
へ
電
話
を
掛
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
業
務
上
緊
急
を
要
す
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
利
益
を
不
当
に
制
限
し
な
い
よ
う
、
そ
の
用
件
を
限
定
し
、

執
行
者
立
会
い
の
下
で
行
わ
せ
る
方
法
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
の
指
摘
は
、
参
考
に
な
ろ
う
。

（
（（
）
緑
・
前
掲
注（
（
）一
二
九
頁
。
な
お
、
河
上
ほ
か
編
・
前
掲
注（
10
）四
〇
九
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕
が
、
刑
訴
法
一
一
二
条
一
項
に
つ
き
、「
出
入
禁
止
措
置
の
目
的
は
、

捜
索
活
動
の
妨
害
排
除
、
差
押
対
象
物
の
隠
匿
・
破
棄
・
搬
出
の
防
止
に
あ
る
か
ら
、
電
話
の
使
用
を
本
状
の
出
入
禁
止
に
準
じ
て
当
然
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
該
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
か
ら
、
架
電
に
よ
り
捜
索

の
執
行
に
対
す
る
妨
害
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
阻
止
が
物
理
的
に
不
可
能
な
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
架
電
制
止
措
置
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
（（
）
「
大
阪
天
王
寺
覚
せ
い
剤
事
件
」（
最
（
一
小
）
判
昭
和
五
三
年
九
月
七
日
刑
集
三
二
巻
六
号
一
六
七
二
頁
、「
大
津
覚
せ
い
剤
事
件
」（
最
（
二
小
）
判
平
成
一
五
年

二
月
一
四
日
刑
集
五
七
巻
二
号
一
二
一
頁
。
な
お
、
川
出
敏
裕
「
い
わ
ゆ
る
『
毒
樹
の
果
実
』
の
意
義
と
妥
当
範
囲
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集
・
下
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
）
五
一
三
頁
以
下
も
、
併
せ
て
参
照
の
こ
と
。

（
朝
日
大
学
法
学
部
教
授
）


